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第５章 安全で質の高い医療の確保

第３節 疾病別の医療連携体制

○ 維持期においては，生活機能の維持・向上のためのリハビリテーションを実施し，在宅等

への復帰及び日常生活の継続を支援します。

○ 誤嚥性肺炎や低栄養を防ぐため，口腔機能を維持・回復することが重要であり，多職種連
ご えん

携による口腔健康管理，嚥下リハビリテーションの充実を促進します（第３章第２節「７
えん げ

歯科口腔保健」参照）。

【図表5-3-3】脳卒中の医療連携体制図

［県健康増進課作成］
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第５章 安全で質の高い医療の確保

第３節 疾病別の医療連携体制

【図表5-3-5】心筋梗塞等の心血管疾患に係る医療連携体制図

［県健康増進課作成］

【図表5-3-6】心筋梗塞等の心血管疾患に係る医療連携体制図

［県健康増進課作成］
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